
平
成
十
年
九
月
二
十
五
日
受
領 

答

弁

第

六

号 

      

衆
議
院
議
員
鍵
田
節
哉
君
提
出
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
運
営
状
況
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
一
四
三
第
六
号 

平
成
十
年
九
月
二
十
五
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

小 

渕 

恵 

三 

一 

 



 

一
の
2
に
つ
い
て 

一
の
1
に
つ
い
て 

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
） 

 
 

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
退
職
金
共
済
制
度
の
う
ち
建
設
業
に
係
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
者
に
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
福
祉
の
増
進
等 

 

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
事
業
主
の
拠
出
に
よ
る
退
職
金
共
済
制
度
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。 

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
創
設
さ
れ
、
昭
和
三
十
九
年
度
末
に
は
共
済
契
約
者
数
約
一
万
六
千
、

被
共
済
者
数
約
九
万
三
千
の
規
模
で
あ
っ
た
が
、
平
成
九
年
度
末
に
は
共
済
契
約
者
数
約
十
五
万
千
、
被
共
済
者
数
約
百
九

十
九
万
四
千
と
広
く
普
及
し
て
お
り
、
建
設
業
を
営
む
事
業
主
に
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
、
建

設
業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
等
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
定
め
て
い
る
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
金
共 

 

済
証
紙
（
以
下
「
証
紙
」
と
い
う
。
）
を
購
入
す
る
際
の
目
安
（
以
下
「
購
入
の
目
安
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
建
設 

衆
議
院
議
員
鍵
田
節
哉
君
提
出
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
運
営
状
況
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
4
に
つ
い
て 

一
の
3
に
つ
い
て 

平
成
八
年
度
及
び
平
成
九
年
度
に
着
工
さ
れ
た
国
の
直
轄
事
業
（
工
事
契
約
金
額
（
消
費
税
等
相
当
額
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
証
紙
の
実
際
の
購
入
額
及
び
当
該
購
入
額
と
購
入
の
目
安
に
請
負 

省
が
行
っ
て
い
る
「
公
共
工
事
着
工
統
計
」
か
ら
推
計
し
た
公
共
工
事
に
お
け
る
総
工
事
費
評
価
額
及
び
延
べ
就
労
労
働
者

数
を
基
礎
に
、
当
該
延
べ
就
労
労
働
者
数
の
う
ち
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
対
象
と
な
る
も
の
の
数
の
推
計
及
び
建
設
業

退
職
金
共
済
制
度
の
対
象
者
一
人
一
日
当
た
り
の
掛
金
（
共
済
契
約
者
が
機
構
に
納
付
す
べ
き
掛
金
を
い
う
。
以
下
同 

 

じ
。
）
の
額
の
う
ち
公
共
工
事
に
お
け
る
工
事
費
の
予
定
価
額
の
積
算
の
基
礎
に
加
え
ら
れ
て
い
た
額
を
考
慮
し
て
、
昭
和 

四
十
五
年
に
当
時
の
建
設
業
退
職
金
共
済
組
合
が
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

建
設
業
者
に
係
る
経
営
事
項
審
査
の
審
査
基
準
日
が
平
成
七
年
か
ら
平
成
九
年
ま
で
で
あ
る
建
設
工
事
を
対
象
に
、
建
築

一
式
工
事
及
び
土
木
一
式
工
事
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
点
上
位
二
十
社
が
受
注
し
た
公
共
工
事

の
完
成
工
事
高
を
示
す
と
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
完
成
工
事
高
に
係
る
機
構
の
掛
金
の
収
納
額

に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。 

四 

 



 

一
の
5
に
つ
い
て 

代
金
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額
と
の
差
額
を
事
業
の
種
別
ご
と
に
示
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
と
お
り
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
購
入
の
目
安
は
国
の
直
轄
事
業
に
係
る
積
算
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
差
額
を
も
っ

て
、
直
ち
に
購
入
不
足
額
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
な
お
、
平
成
七
年
度
以
前
に
着
工
さ
れ
た
国
の
直
轄
事
業
に
つ
い

て
は
、
証
紙
に
係
る
記
録
の
保
存
期
間
が
経
過
し
、
当
該
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
御
指
摘
の
「
証
紙
の
購
入
」
の
状

況
及
び
「
目
安
額
と
の
差
」
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
証
紙
は
、
法
第
三
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
金
共

済
手
帳
（
以
下
「
共
済
手
帳
」
と
い
う
。
）
に
、
事
業
ご
と
に
分
類
し
て

貼
ち
ょ
う

付
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
事
業 

 
 

 

の
種
別
ご
と
の
証
紙
の
貼
付
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

ま
た
、
平
成
八
年
度
及
び
平
成
九
年
度
に
着
工
さ
れ
た
国
の
直
轄
事
業
（
工
事
契
約
金
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
、
証
紙
が
購
入
さ
れ
て
い
な
い
工
事
の
名
称
及
び
当
該
工
事
を
請
け
負
っ
た
建
設
業
者
の
名
称
を
示
す 

と
、
別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
の
上
欄
及
び
中
欄
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
国
の
直
轄
事
業
に
お
い
て
は
、
工
事
を
請
け

負
っ
た
建
設
業
者
が
証
紙
を
購
入
し
て
い
な
い
場
合
に
は
発
注
者
が
当
該
業
者
か
ら
そ
の
理
由
を
聴
取
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
当
該
聴
取
し
た
理
由
の
内
容
は
別
表
第
四
及
び
別
表
第
五
の
下
欄
の
と
お
り
で
あ
る
。 

五 

 



 

一
の
6
に
つ
い
て 

建
設
省
の
土
木
請
負
工
事
工
事
費
積
算
基
準
（
以
下
「
積
算
基
準
」
と
い
う
。
）
の
改
訂
は
、
土
木
工
事
の
諸
経
費
に
関 

 
 

す
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
実
態
調
査
は
、
積
算
基
準
に
定
め
る
べ
き
現
場
管
理
費
の
純
工
事
費
に
対

す
る
割
合
等
を
求
め
る
た
め
の
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
積
算
基
準
を
構
成
す
る
個
別
の
費
目
に
関

し
て
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
が
、
当
該
実
態
調
査
を
通
じ
て
、
現
場
管
理
費
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
及
び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
退

職
金
共
済
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
掛
金
の
総
額
に
関
す
る
資
料
が
得
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
平
成 

 

八
年
度
及
び
平
成
九
年
度
に
実
施
し
た
直
近
の
調
査
に
お
け
る
有
効
標
本
数
は
合
わ
せ
て
千
百
六
十
七
工
事
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
工
事
全
体
で
の
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
及
び
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
掛
金
の
総
額
は
約
八
億
八
千
四
百

八
万
六
千
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
掛
金
の
み
の
額
は
不
明
で
あ
る
。 

全
国
の
公
共
工
事
の
投
資
額
中
の
証
紙
購
入
費
の
積
算
額
に
つ
い
て
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
数
千
に
上
る
公
共
工

事
の
発
注
者
の
積
算
方
法
が
同
一
で
な
い
こ
と
並
び
に
同
一
の
発
注
者
で
も
工
事
規
模
及
び
工
事
の
種
類
に
よ
っ
て
積
算
方

法
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
推
計
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

六 

 



 

一
の
7
に
つ
い
て 

一
方
、
建
築
工
事
及
び
設
備
工
事
に
係
る
実
態
調
査
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
お
む
ね
十
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
。
直
近
の
調

査
は
、
建
築
工
事
は
昭
和
六
十
二
年
度
及
び
昭
和
六
十
三
年
度
に
完
成
し
た
工
事
を
、
設
備
工
事
は
平
成
元
年
度
に
完
成
し

た
工
事
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
調
査
に
お
け
る
個
別
の
調
査
票
は
、
既
に
保
存
期
間
の

満
了
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
建
築
工
事
及
び
設
備
工
事
に
つ
い
て
は
現
在
新
た
な
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
掛
金
の
総
額
及
び
当
該
総
額
の
工
事

契
約
金
額
に
占
め
る
割
合
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
て
い
る
。 

建
設
業
者
に
対
す
る
税
務
調
査
の
事
績
を
否
認
項
目
別
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
は
な
い
が
、
証
紙
の
購
入
費
は
被
共
済
者

の
共
済
手
帳
に
証
紙
を
貼
付
し
た
時
点
で
損
金
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
の
税
務
調
査
に
係
る
事
例

の
中
に
は
、
期
末
に
未
使
用
と
な
っ
て
い
る
証
紙
の
購
入
費
も
損
金
に
算
入
し
た
も
の
が
わ
ず
か
な
が
ら
存
す
る
。
な
お
、 

ま
た
、
平
成
八
年
度
及
び
平
成
九
年
度
に
実
施
し
た
調
査
で
得
ら
れ
た
資
料
に
基
づ
き
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
及
び

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
掛
金
の
総
額
の
工
事
契
約
金
額
に
占
め
る
割
合
を
工
事
規
模
別
及
び
積
算
基
準
に
お
け

る
工
種
区
分
別
に
整
理
し
た
結
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
六
及
び
別
表
第
七
の
と
お
り
で
あ
る
。 

七 

 



 

一
の
8
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
調
査
は
、
機
構
に
統
合
さ
れ
る
前
の
建
設
業
・
清
酒
製
造
業
・
林
業
退
職
金
共
済
組
合
が
行
っ
た
「
建
設
業
退

職
金
共
済
制
度
に
関
す
る
実
態
調
査
」
、
「
建
設
作
業
員
の
実
態
調
査
」
及
び
「
共
済
証
紙
の
流
れ
に
関
す
る
実
態
調
査
」 

 
 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
共
済
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
す
べ
て
の
者
に
証
紙
を
貼
付
す
る

と
し
た
回
答
が
調
査
の
対
象
と
し
た
共
済
契
約
者
の
約
九
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
ま
た
、
一
年
間
を
通
じ
た
証
紙
の
過

不
足
に
つ
い
て
「
大
体
に
お
い
て
適
正
量
で
あ
る
」
と
し
た
回
答
が
調
査
の
対
象
と
し
た
共
済
契
約
者
の
約
七
十
三
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
証
紙
の
購
入
及
び
貼
付
の
履
行
状
況
は
お
お
む
ね
良
好
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
他
方
、
第
一

次
下
請
業
者
及
び
第
二
次
下
請
業
者
の
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
へ
の
加
入
率
は
そ
れ
ぞ
れ
約
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
約

三
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
ず
れ
も
低
い
割
合
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
へ
の
加
入
促
進
並
び
に
証
紙
の
購
入
及
び
貼
付
の
履
行
確

保
に
つ
い
て
、
下
請
業
者
を
中
心
と
し
た
未
加
入
事
業
主
へ
の
加
入
勧
奨
の
実
施
、
証
紙
の
購
入
及
び
貼
付
の
履
行
状
況
の

良
好
で
な
い
事
業
主
に
対
す
る
指
導
の
強
化
等
を
機
構
に
お
い
て
行
う
と
と
も
に
、
昭
和
六
十
一
年
に
事
業
主
の
加
入
を
促 

個
々
の
納
税
者
に
対
す
る
税
務
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 

八 

 



 

一
の
9
に
つ
い
て 

建
設
省
直
轄
工
事
に
お
け
る
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
証
紙
の
購
入
状
況
の
把
握
に
つ
い
て
は
、
従
前
か
ら
、
御
指
摘

の
「
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
五
年
五
月
一
日
付
け
建
設
省
厚
発
第 

二
百
四
十
四
号
。
以
下
「
官
房
長
通
達
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
請
負
契
約
の
現
場
説
明
に
際
し
、
工
事
を
受
注
し
た
場 

 
 

合
に
は
発
注
者
用
掛
金
収
納
書
（
以
下
「
収
納
書
」
と
い
う
。
）
を
工
事
契
約
後
一
箇
月
以
内
に
地
方
建
設
局
の
事
務
所
長 

 

等
に
提
出
す
る
よ
う
十
分
説
明
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
地
方
建
設
局
に
お
い
て
も
、
契
約

変
更
後
の
証
紙
の
購
入
状
況
を
把
握
す
る
た
め
工
事
完
成
時
に
も
収
納
書
を
提
出
す
る
よ
う
何
ら
か
の
形
で
指
導
を
行
っ
て

き
て
お
り
、
実
際
に
も
工
事
完
成
時
に
収
納
書
の
提
出
を
受
け
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
本
年
七
月
十
六
日
付
け
の
官

房
長
通
達
の
改
正
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
請
負
契
約
の
現
場
説
明
に
際
し
、
工
事
を
受
注
し
た
建
設
業
者
は
工
事

完
成
時
に
も
収
納
書
を
提
出
す
る
よ
う
十
分
説
明
す
べ
き
旨
を
明
文
化
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
従
前
の
指
導
内 

進
す
る
た
め
の
新
規
加
入
者
に
対
す
る
掛
金
負
担
軽
減
措
置
を
創
設
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制

度
に
係
る
共
済
契
約
者
数
及
び
被
共
済
者
数
は
、
昭
和
五
十
八
年
か
ら
平
成
九
年
度
末
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
着
実
に
増
加

し
て
い
る
。 

九 

 



 

一
の
10
に
つ
い
て 

労
働
者
が
共
済
手
帳
の
交
付
又
は
証
紙
の
貼
付
を
要
求
し
た
こ
と
に
よ
り
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
を
想
定
し
た

特
別
な
指
導
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
適
正
な
共
済
手
帳
の
交
付
及
び
証
紙
の
貼
付
に
つ
い
て
は
、
機
構
に
お
い
て
、
建
設
業

退
職
金
共
済
事
業
支
部
を
通
じ
て
毎
年
開
催
す
る
説
明
会
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
加
入
促
進
強
化
月
間
に
お
け
る
研
修

会
等
の
機
会
を
通
じ
て
事
業
主
に
対
す
る
指
導
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
建
設
業
の
業
界
団
体
を
通
じ
て
周
知
徹
底
を
図
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
建
設
省
直
轄
工
事
に
お
け
る
請
負
契
約
の
現
場
説
明
に
際
し
て
も
、
元
請
負
人
に
対
し
て
適

正
に
証
紙
を
貼
付
す
る
よ
う
指
導
を
行
っ
て
い
る
。 

容
に
つ
い
て
地
方
建
設
局
ご
と
に
基
本
的
な
差
異
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

ま
た
、
仮
に
実
際
に
不
利
益
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
機
構
に
お
い
て
、
共
済
契
約
者
に
対
し
、
そ
の
雇
用
す

る
労
働
者
へ
の
共
済
手
帳
の
交
付
及
び
共
済
手
帳
へ
の
証
紙
の
貼
付
が
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
理

解
を
求
め
る
と
と
も
に
、
適
切
な
対
応
を
求
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

な
お
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
一
定
の
場
合
に
共
済
契
約
者
が
従
業
員
に
共
済
手
帳
を
交
付
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
て
お
り
、
同
項
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
処
罰
の
対
象
と
な
る
も
の 

一
〇 

 



 

一
の
12
に
つ
い
て 

一
の
11
に
つ
い
て 

元
請
負
人
が
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
下
請
負
人
の
委
託
を
受
け
て
特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
に
関
し
下
請
負

人
が
行
う
べ
き
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
三

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
元
請
負
人
は
機
構
に
届
書
を
提
出
す
る
も
の
と
さ 

 
 

れ
て
い
る
が
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
機
構
が
規
則
第
六
十
六
条
に
規
定
す

る
帳
簿
の
提
出
を
求
め
た
こ
と
は
な
い
。 

御
指
摘
の
調
査
は
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
加
入
状
況
及
び
労
働
者
へ
の
適
用
状
況
、
そ
の
問
題 

 

点
、
証
紙
の
購
入
及
び
貼
付
状
況
等
を
調
査
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
調
査
に
は
公
共
工
事
に
お
い
て
証
紙
の
流
用
が
行

わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
調
査
項
目
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。 

と
さ
れ
て
い
る
。 

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
調
査
の
結
果
等
を
踏

ま
え
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
今
後
の
在
り
方
も
含
め
、
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 一

一 

 



 

一
の
13
に
つ
い
て 

機
構
に
納
め
ら
れ
た
証
紙
の
購
入
代
金
に
つ
い
て
は
、
証
紙
が
実
際
に
貼
付
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
の
損

益
計
算
書
上
掛
金
収
入
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
な
お
、
共
済
手
帳
は
個
々
の
労
働
者
が
所
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
証
紙
の

貼
付
状
況
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
機
構
に
お
い
て
は
、
共
済
手
帳
の
更
新
時
及
び
退
職
金
の
請
求
時
に

証
紙
の
貼
付
状
況
を
管
理
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
把
握
し
た
貼
付
実
績
額
（
共
済
手
帳
へ
の
貼
付
が
確
認
さ
れ
た
証
紙
の

代
金
の
累
計
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
）
に
労
働
者
が
現
に
所
持
し
て
い
る
共
済
手
帳
に
各
年
度
末
ま
で
に
貼
付
さ
れ
る
と 

推
定
さ
れ
る
証
紙
の
数
に
応
じ
た
額
を
加
算
し
た
額
（
以
下
「
証
紙
貼
付
推
定
額
」
と
い
う
。
）
を
算
定
基
礎
と
し
て
、
毎 

 
 

年
度
、
将
来
の
退
職
金
の
支
給
に
備
え
た
責
任
準
備
金
繰
入
額
を
費
用
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。
証
紙
の
購
入
代
金
か
ら
証

紙
貼
付
推
定
額
を
控
除
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
責
任
準
備
金
繰
入
額
の
算
定
基
礎
と
は
な
ら
ず
、
機
構
の
損
益
計
算
書
上
、

収
益
の
合
計
額
が
責
任
準
備
金
繰
入
額
を
含
む
費
用
の
合
計
額
を
上
回
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
上
回
っ
た
額
は
当
期
利
益
金

と
し
て
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

ま
た
、
発
行
さ
れ
た
証
紙
の
枚
数
に
占
め
る
実
際
に
退
職
金
の
支
給
に
結
び
つ
く
証
紙
の
枚
数
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
証

紙
の
貼
付
状
況
を
枚
数
で
は
管
理
し
て
い
な
い
た
め
推
計
が
困
難
で
あ
る
が
、
発
行
さ
れ
た
証
紙
の
購
入
代
金
の
総
額
に
占 

一
二 

 



 

一
の
14
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
資
産
運
用
に
お
け
る
平
成
五
年
度
以
降
の
公
社
債
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
野
村
ア 

セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
投
信
株
式
会
社
、
大
和
証
券
投
資
信
託
委
託
株
式
会
社
、
日
興
讃
券
投
資
信
託
委
託
株
式
会
社
、
太

陽
投
資
信
託
株
式
会
社
、
第
一
勧
業
朝
日
投
信
投
資
顧
問
株
式
会
社
、
山
一
證
券
投
信
投
資
信
託
株
式
会
社
、
国
際
投
信
投

資
顧
問
株
式
会
社
及
び
新
和
光
投
信
委
託
株
式
会
社
が
発
行
す
る
公
社
債
投
資
信
託
の
受
益
証
券
を
購
入
し
て
い
る
。 

め
る
証
紙
貼
付
推
定
額
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
度
末
で
約
九
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
民
間

工
事
に
お
い
て
は
証
紙
が
あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
て
購
入
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
貼
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
一
定
の
時
点
に
お
い
て
未
貼
付
の
証
紙
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
当
該
証
紙
の
中
に
は
将
来
退
職
金
の
支
給
に
結

び
つ
く
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
行
さ
れ
た
証
紙
の
購
入
代
金
の
総
額
中
実
際
に
退
職
金
の
支
給
に

結
び
つ
く
部
分
の
割
合
は
、
前
述
の
約
九
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

建
設
業
者
に
係
る
経
営
事
項
審
査
は
、
建
設
業
者
の
経
営
規
模
、
経
営
状
況
等
の
経
営
に
関
す
る
客
観
的
事
項
の
全
体
に 

ま
た
、
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
係
る
資
産
運
用
に
お
い
て
、
社
債
を
購
入
し
た
こ
と
は
な
い
。 

一
三 

 



 

二
の
2
に
つ
い
て 

       

つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
し
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
は
公
共
工
事
の
入
札
に
係
る
競
争
参
加
資
格
の
審
査

に
活
用
さ
れ
て
い
る
が
、
経
営
事
項
審
査
の
項
目
中
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
へ
の
加
入
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
他
の
審
査

項
目
と
の
均
衡
も
勘
案
し
、
既
に
適
正
な
評
価
が
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

機
構
が
本
年
度
行
っ
て
い
る
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
の
効
果
的
な
普
及
促
進
の
方

策
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 

一
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